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旭区防災講座の開催について（御依頼） 

 

 旭区では、災害時のとなり近所の助け合いに向け、自助や共助に関する防災講座を開催し

ています。 

今年度も、個人向け・グループ向けの研修を開催しますので、多くの皆さまのお申込みを

お待ちしております。 

※グループ向け研修は、７月ごろから募集開始予定です。（別途、自治だより等でお知ら

せいたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１回 個人向け研修 

（１）日時 

   令和８年６月６日（土）14時～17時 

   ※第２回は９月に開催予定です。 

（２）場所 

   旭区役所 新館２階大会議室 

（３）研修内容（予定） 

   ご近助マニュアル※１を基にした自助・共助に関する座学及びグループワーク 

   ※１地域で防災活動に尽力いただいている方々にご協力いただき、大地震が発生した際に、となり

近所の助け合いとして“みんなで生き残るための取組み”をわかりやすくリーフレット形式でま

とめたものです。 

◆第１回 個人向けの研修 

 対象：今年度から自治会町内会やマンション管理組合などの会長や防災担当を務

める方、防災に関心がある方、旭区在住・在学の学生の方 など 

 

今年度から、自治会町内会やマンション管理組合などで会長や防災担当等に

着任された方は、是非ご参加ください。 

新任の会長・防災担当等以外の方で、防災について何から始めればいいか悩

まれている方、防災に関する基礎を学びたい方も、個人向け形式の研修がお

すすめです。 
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    別添「旭区防災講座（個人）申込書」

にご記入いただき、「申込書」は旭区ホー

ムページからもダウンロードできます。 

        【二次元コード】はこちら 

 

 

 

     リーフレットはこちら 

    ※区役所窓口でも配架しております。 

 

（４）申込方法・期限について 

   【期限】６月５日（金）12時まで（必着） 

       先着 40名まで 

 

①電子申請       ②郵送・メール・ＦＡＸ        

 【二次元コード】 

 

   

 

 

 

（５）受講の決定について 

申込後１週間以内に、受講者ご本人あてに、メールもしくは郵送で受講決定通知を送

付させていただきます。 

 

３ その他 

（１）当日の気象状況等により、中止とさせていただく場合があります。 

（２）参加費、講演料は無料です。 

 

【お問合せ先】 

担当：旭区役所総務課庶務係 

TEL：954-6007  FAX：951-3401 

E-mail：as-anzen@city.yokohama.lg.jp 



令和８年  月  日 

 

令和８年度 旭区防災講座（個人向け研修）申込書 

 

■ 開催日時 

  令和８年６月６日（土） 14時 00分から 17時 00分まで 

   

■ 受講者について 

 

 

■ 受講の決定について 

 受講者あて、申込みから１週間以内にメールもしくは郵送でお知らせさせていただ

きます。 

 

団体名（自治会等の名称） 

又は学校名 
 

受講者氏名  

住  所  

電話番号  

メールアドレス  

締 切：６月５日（金）12時必着 

送付先 

郵 送：241-0022 旭区鶴ヶ峰 1-4-12 

旭区役所総務課庶務係 

ＦＡＸ：045-951-3401 

メール：as-anzen@city.yokohama.lg.jp 

別添 
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